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平成１９年３月 

 

高松市 



 
 
 
 
この計画は，高松市が，武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関

する法律（国民保護法）やその他の関連する法律とジュネーヴ諸条約などの国

際人道法の精神に基づいて作成したもので，万一の大規模なテロ（緊急対処事

態）や有事（武力攻撃事態）が発生した場合に，市域におけるすべての人を保

護するためのものです。 
このため，普段から準備しておくべき事項から，有事等が終わった後の元の

生活を取り戻すまでのことを計画しています。 
 
高松市では，この計画を基本にして，有事等の際住民を保護するための活動

（緊急対処保護措置，国民保護措置等）に努めるとともに，この計画自体につ

いても広く市民の皆さんの意見を聴き，随時必要な検証，見直しを行います。 
市民の皆さんには，この計画と高松市の国民保護について平素からのご理解

と自主的なご協力をお願いいたします。 
 
武力攻撃の発生を未然に防ぎ，国民の安全を確保するためには，国による平

素の外交努力が重要であることは言うまでもありません。 
国民保護は万一の有事等の際に住民の生命，身体，財産を守るものであり，

戦争が起きないよう最大限努力することは当然のことです。 
本市は，これまで非核平和都市宣言を始め，平和記念室の開設など，広く市

民に平和の尊さ，大切さを普及啓発してまいりましたが，今後も，世界の恒久

平和の実現を目指して努力してまいりたいと存じます。 
 
 

              平成１９年３月２７日 
                 香川県高松市長 増田昌三 
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